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がんばる企業をバックアップする
商工会議所の融資制度です（ご案内）

資金の使いみち
○運転資金：商品仕入・買掛金・手形決済資金、事業拡大
○設備資金：営業車輌・機械設備購入、工場・店舗の改装資金 ※利率は2019年2月1日現在

マル経融資制度（小規模事業者経営改善資金）

融　資
限度額 2,000万円　　利

率1.11％

防府市中小企業振興資金
融　資
限度額 1,250万円　　利

率1.80％

※上記の他、県制度融資や日本政策金融公庫普通貸付の斡旋も行っております。

防府市中小企業振興資金・経営環境改善対策資金
融　資
限度額 1,250万円　　利

率1.40％

（返済期間）運転資金7年以内、設備資金10年以内　固定金利
（申 込 先）防府商工会議所

（返済期間）運転資金7年以内、設備資金10年以内　固定金利
（申 込 先） 防府商工会議所、東山口信用金庫・山口銀行・西京銀行・広島銀行・もみじ銀行・萩山口信用金庫の防府市内各支店

（返済期間）運転資金5年以内、設備資金7年以内　固定金利
（申 込 先）防府商工会議所、東山口信用金庫・山口銀行・西京銀行・広島銀行・もみじ銀行・萩山口信用金庫の防府市内各支店 
※セーフティネット保証制度についてや、認定の申請については、防府市商工振興課、または商工会議所までお問い合わせ下さい。

セーフティネット保証制度　中小企業信用保険法第2条第５項の規定に基づく特定中小企業として防府市の認定を受けた企業が対象
となる制度です。

保証料の全額を
お戻しします

ここがポイント

保証料の全額を
お戻しします

ここがポイント

無 担 保

無保証人低 金 利

ここがポイント

【主な融資制度一覧】

（社会保険労務士 法人 桑原事務所）（社会保険労務士 法人 桑原事務所）
桑原　亨 氏桑原　亨 氏社会保険労務士社会保険労務士

※上記の「個別相談会」の他、金融相談や随時専門相談など、各専門家や当所経営指導員が随時ご相談に応じています。

労  務

お気軽にご相談下さい。困っていること 迷っていること

防府商工会議所では、地域経済活性化のため、中小企業・小規模事業者、並びに創業者が抱える
課題の解決を支援する、「専門家による労務個別相談会」を開催します。お気軽にご相談下さい。

専門家による
（秘密厳守）（相談無料） 労務 個別相談会

防府商工会議所へ☎0835-22-4352個 別 相 談 会 の ご 予 約 、お 問 い 合 わ せ は

9:00～12:00（要予約）9:00～12:00（要予約）開催時間

防府商工会議所５階防府商工会議所５階場　所

防府市内中小企業者（法人・個人）、創業者防府市内中小企業者（法人・個人）、創業者対　象

開催日 2 月28日（木）2 月28日（木）

経験豊富な相談コーディネーターがお答えします！
社会保険労務士による、労働・社会保険・賃金・
人事制度・労働管理など労務全般の相談です。

内　容 労　　務

再
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お気軽に
お申込み下さい。
お気軽に

お申込み下さい。

所得税及び消費税の申告書を作成するにあたってのご
相談をお受けする「個別相談会」を開催致します。
どんな小さなことでも構いませんのでご利用下さい。

※上記の「個別相談会」の他、金融相談や随時専門相談など、各専門家や当所経営指導員が随時ご相談に応じています。

個別相談会のご予約、お問い合わせは

防府商工会議所へ ☎0835-22-4352

平成
30年分

税務のお悩み、税理士に相談してみませんか

平成31年2月22日（金）
9：00～16：00

「税の記念日相談会」
開催（予約不要）

中国税理士会防府支部より
派遣された税理士が、所得
税、消費税等のご相談に応
じます。
会場：防府商工会議所４階
　　　研修室

確定申告・消費税申告
個別相談会開催のご案内
確定申告・消費税申告
個別相談会開催のご案内

無料相談無料・予約制
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

3

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

税の記念日

相談日 （時間 9時～16時）

確定申告の期限

所得税は
３月１５日（金）まで
消費税は
4月１日（月）まで

個別相談

持参書類

会　場 防府商工会議所　５階相談室
（八王子 2－8－9）

●決算書（控え）の月別売上・仕入、必要経費の
科目ごとの合計額など、分かる範囲で記入して
お越し下さい。
●決算書・確定申告書一式（昨年の控えも）
●各種控除証明書

●開催日・相談日は、下記「個別相談会日程」で
ご確認下さい。
●相談は税理士の先生との個別相談になります。
●秘密は厳守します。
●相談時間は１事業所１時間相談無料です。
●事前に日時をご予約下さい。

相談内容 確定申告書・決算書の作成について
消費税申告書の作成について
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